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こんな手口が 
注意! 消費者トラブル 

を狙っています 
悪質商法は、ちょっとした心のすき間を狙い、巧妙かつさまざまな手口でわたしたちに近
づいてきます。毎年、市の消費生活センターにはこれらの契約や解除に関する相談が数多く
寄せられています。

孫や子ども、恋
人を装って電話
を掛けてきます

家族への愛情を逆
手に取り、数十
万～数百万円の

お金を要求します

アドバイス
本人や関係者に連絡を取
り、事実確認を。脅迫め
いた言動には警察に連絡

こんな 
手口で 

こうなる 

点検商法

屋根や配水管、害
虫などの「点検に
来ました」と家庭
を訪問します

「このままでは
危険です」など
と不安にさせ高

額な契約を結ばせます

アドバイス
事前に連絡のない業者は
要注意。不審と感じたら
きっぱりと断る

こんな 
手口で 

こうなる 

アポイントメントセールス

電話やハガキで
喫茶店や営業所
に呼び出す

言葉巧みに商品
を勧められ、購
入契約をせざる

を得ない状況に

アドバイス
心当たりのない業者や知
らない人からの誘いには
絶対に行かない

こんな 
手口で 

こうなる 

マルチ（まがい）商法

「高収入が得ら
れる」などと言
い、会員になる
ことを勧めます

多くの商品を
購入したが買
い手を見つけら

れずローンだけが残る

アドバイス
甘い言葉やうまい話には
要注意

こんな 
手口で 

こうなる 

催眠商法
「日用品の無料
配布」などと街
頭で声を掛けた
りチラシを配布

したりして会場に誘います

会場を締め切り、
雰囲気を盛り上
げて、最後に高
額な商品の購入

契約をさせられます

アドバイス
「格安」「プレゼント」とい
う言葉には注意を。来場の
誘いには容易に行かない

こんな 
手口で 

こうなる 

かたり商法
公的機関の職
員、自治会長な
どの依頼と偽っ
て家庭を訪問し
ます

あたかも商品を
購入することが
義務であるかの
ように思わせ契

約させられます

アドバイス
身分証明書などの提示を
求める。怪しいと思った
らきっぱりと断る

こんな 
手口で 

こうなる 

資格商法

電話などしつこ
く掛けてきて、
教材購入や受講
を迫る

あいまいな返事
をすると、契
約が成立した
ものとして代金

の支払いを迫ります

アドバイス
資格内容をよく調べる。
電話勧誘に対しては毅然
とした態度で断る

こんな 
手口で 

こうなる 

デート商法

電話やメールで
「友達になろう」
などと親しげに
近づきます

恋愛感情を抱か
せ、高額な商
品を購入させら
れます

アドバイス
不要なものはきっぱりと
断る。迷ったときは一度
席を立ち去る勇気を

こんな 
手口で 

こうなる 
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多
重
債
務
に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル

新
手
の
架
空
請
求
に
十
分
気
を
付
け
て
！

自
分
の
返
済
能
力
を
超
え
て
気
軽
に

カ
ー
ド
で
買
い
物
を
し
た
結
果
、
自
己

破
産
を
申
告
せ
ざ
る
を
得
な
い
人
が
急

増
し
て
い
ま
す
。
多
重
債
務
に
陥
る
と

周
り
が
見
え
な
く
な
り
、
返
済
の
た
め

に
借
金
を
重
ね
る
悪
循
環
を
繰
り
返
し

て
し
ま
い
ま
す
。

ま
た
、
そ
う
い
う
人
の
弱
み
に
付
け

込
む
悪
質
な
業
者
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

低
金
利
で
借
金
を
一
本
化
す
る
と
近
づ

く「
紹
介
屋
」、
債
務
整
理
を
す
る
と
も

ち
か
け
る「
整
理
屋
」、
商
品
を
買
い
取

る
と
言
っ
て
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で

商
品
を
買
わ
せ
る「
買
取
屋
」な
ど
さ
ま

ざ
ま
で
す
。

過
酷
な
取
り
立
て
に
苦
し
み
、
一
人

で
悩
ん
で
い
て
も
解
決
に
は
な
り
ま
せ

ん
。
返
済
に
困
っ
た
ら
、
ま
ず
は
相
談

を
。
き
ち
っ
と
し
た
法
的
手
続
き
を
取

っ
て
、
債
務
整
理
す
る
こ
と
を
お
勧
め

し
ま
す
。

有
料
ア
ダ
ル
ト
サ
イ
ト
や
出
会
い
系

サ
イ
ト
の
通
信
料
と
し
て
、
突
然
あ
な

た
の
手
元
に
届
く
請
求
書
。
昨
年
急
増

し
た
架
空
請
求
で
す
。
身
に
覚
え
の
な

い
請
求
に
つ
い
て
は
、
無
視
す
る
の
が

原
則
と
、
昨
年
の
７
月
１
日
号
の「
広
報

な
り
た
」で
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
最
近
で
は「
少
額
訴
訟
」と

呼
ば
れ
る
新
手
の
架
空
請
求
が
登
場
し

ま
し
た
。
放
置
す
る
と
本
当
の
督
促
に

な
る
恐
れ
が
あ
り
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

少
額
訴
訟
と
は
、
60
万
円
以
下
の
金

銭
ト
ラ
ブ
ル
を
解
決
す
る
た
め
の
手
続

き
で
、
通
常
１
回
の
口
頭
弁
論
で
判
決

が
出
ま
す
。
悪
質
業
者
は
、
消
費
者
が

無
視
す
る
こ
と
を
想
定
し
訴
訟
を
起
こ

し
、
不
当
な
請
求
を
正
当
な
請
求
と
し

て
支
払
い
を
求
め
て
き
ま
す
。

万
一
、
裁
判
所
か
ら
の
訴
状
や
呼
び

出
し
状
が
届
い
た
ら
放
置
せ
ず
、
す
ぐ

に
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
相
談
し
て
く

だ
さ
い
。

クーリング・オフ制度の利用を
特定の取り引きについて、契約後一定期間であれ
ば無条件で解約できる制度です。例えば訪問販売の
場合、契約書を受け取った日から、その日を含め8
日以内にハガキ・内容証明郵便などで通知をすれ
ば、契約を解除できます。

《ハガキの場合》

契
約
解
除
通
知
書

契
約
年
月
日
　
平
成
○
年
○
月
○
日

商
品
名
　
　
　
○
○
○
○
○

契
約
金
額
　
　
○
○
○
○
円

販
売
会
社
名
　
○
○
株
式
会
社
○
○
営
業
所

担
当
者
　
　
　
○
○
○
○
氏

右
記
契
約
は
解
除
し
ま
す
。
な
お
、
支
払
い
済
の
○
○
円
を
返

金
し
、
商
品
を
お
引
き
取
り
く
だ
さ
い
。

平
成
○
年
○
月
○
日

○
○
市
○
○
町
○
○
番
地

氏
名
　
○
○
○
○

注意事項
〇必ずコピーをとって保管
〇配達記録郵便か簡易書留郵便で送付
〇クレジットを組んでいる場合は、信
販会社にも通知

《内容証明郵便の場合》

契
約
解
除
通
知
書

私
は
平
成
○
年
○
月
○
日
付
け
で
貴
社
と

締
結
し
た
契
約
を
解
除
し
ま
す
。

つ
き
ま
し
て
は
、
私
が
代
金
の
一
部
と
し

て
支
払
い
ま
し
た
金
○
○
○
円
を
速
や
か
に

返
還
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
当
方
が
保
管

し
て
い
る
商
品
は
、
右
の
支
払
金
を
返
金
し
、

早
急
に
お
引
き
取
り
く
だ
さ
い
。

平
成
○
年
○
月
○
日○

○
市
○
○
町
○
○
番
地

氏
名
　
○
○
○
○
　
印

○
○
市
○
○
町
○
○
番
地

○
○
株
式
会
社
　
代
表
者
様

注意事項
〇複写で書面を3通（コピーでも可）作成
〇印鑑は認印でかまいません
〇返金方法は自分で決めたものを記載

困ったときは
迷わず相談を
消費生活センターは、暮ら
しの身近な窓口です。月曜日
から金曜日の午前10時～午後4
時まで、市役所2階の相談室で、
暮らしの中のいろいろな相談
を受け付けています。「おかし
いな」「困った」と思ったら消
費生活センターに相談してみ
ましょう。

※くわしくは消費生活センタ
ー（123-1161）へ。


